
●海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部
を改正する法律案

法改正の必要性

法案の概要

２．領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部改正

領海等において停留等を伴う航行を行うやむを得ない理由がないことが明らかであると認
められる外国船舶に対して、立入検査を行わずに勧告を行うとともに、勧告に従わず航行の勧告に従わず航行の
秩序を維持するために必要な場合は領海等からの退去を命令秩序を維持するために必要な場合は領海等からの退去を命令。

１．海上保安庁法の一部改正

②質問権の対象範囲の拡大
現在、乗組員及び旅客に対して認められている任意の質問権について、船舶所有者等のほか、

安全・治安の確保上重要な事項を知っていると認められる者にも対象範囲を拡大。

海上保安庁が行う領海等における警備業務について、任務及び所掌事務規定に「海上におけ
る船舶の航行の秩序の維持」等を明記。

③任務・所掌事務規定の整理

①遠方離島における犯罪対処
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海上保安官等が対処海上保安官等が対処

警察官が速やかに犯罪に対処することが困難な一定の遠方離島において、海上保安官等が当海上保安官等が当
該離島における犯罪に対処することを可能とする該離島における犯罪に対処することを可能とするとともに、そのための職務執行権限を付与。

立入検査 退去命令

領海内で停留・はいかい

やむを得ない理由なく停留等を行っていることが明らかであると認めら
れる場合に、勧告を経た上で立入検査を省略して退去命令（罰則付き）
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（改正法）
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我が国周辺海域における情勢の変化等に対応して、海上保安官等が一定の離島における犯罪に対処できるこ

ととするとともに、領海等において停留等を伴う航行を行うやむを得ない理由がないことが明らかであると認められ

る外国船舶に対し、立入検査を行わずに勧告及び退去命令を行うことができることとする等の改正を行う。

近年、外国人活動家が遠方離島に上陸して領有権主張活動を行う事案のほか、多数の外国漁船
が領海内に入域して操業する事案、外国の漁業監視船や海洋調査船が領海内に入域する事案等
が発生し、我が国の周辺海域をめぐる情勢は大きく変化している。

これらの事案に対し、遠方離島上で発生した犯罪に海上保安官が対処するほか、外国船舶に速
やかに領海外への退去を命ずるなど、迅速かつ的確に法令を執行して我が国の領海等における安
全及び治安を確保する必要がある。




